
翻
邪
三
帰
法

に
つ
い
て

(
大

澤
)
 

一
四
八

翻
邪
三
帰
法
に

つ
い
て大

澤

伸

雄

唐

の
道
宣

は
、
本
来
仏

陀
は

一
つ
の
戒
律
を
説
き
、

そ
れ

こ
そ
が
大

乗
の
戒

律

で
あ
る
と
の
確
信

の
も
と
に
、

中
国

に
お
け
る
戒
学

の
体
系
化
を
志
し
た
の

で
あ

る
が
、
彼

は
在
家
信
者
に
対

し
て
如
何

な
る
見
方
を
し
て
い
た
か
。
優
婆

塞

と
な
る
た
め
の
受
戒
法
は
四
分
律

に
は
詳
説

さ
れ
て
い
な
い
が
、
道

宣
は
こ

れ
を

ど
う
考
え
た
の
か
。

こ
れ
ら

の
点

に

つ
い
て
考
察
す
る
た
め
に
は
、

四
分

律
行
事
砂
を
中
心
と
し

て
、
随
機
鵜
磨
疏
等
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

行
事

砂

の
導
俗
化
方
篇

に
お

い
て
受
五
戒
法

が
述

べ
ら
れ
て
い
る
が
、

こ
の
受
五
戒

法
以
前

に
翻
邪
三
帰
に

つ
い
て
述

べ
て

い
る
の
で
、
本
論
で
は
翻
邪
三
帰
に

つ

い
て
若
干

の
考
察
を

し
て
み
た

い
。

在
家

大
衆
が
教
化
さ
れ
て
信
者

と
な
る
場
合
、

行
道

の
上
で
ま
ず
第

一
に
考

え
ら
れ
る
こ
と
が
三
帰
依

で
あ

る
。

こ
れ
を
道

宣
は
毘
尼
母
経
を
引
用
し

て
、

「
有
二
五
種

三
帰

画

一
翻
邪
、

二
五
戒
、

三
八
戒
、

四
十

戒
、

五
具

戒
」
と

定

義
づ
け
て
い
る
が
、
翻
邪

三
帰

に

つ
い
て
は
、

そ

の
制
意
を
浬
藁
経
か
ら
引
用

し

て
、
「
一
切
衆
生
怖
二畏

生
死
四
魔

故
受
二
三
帰
の
」
と
し

て
い
る
。
煩
悩

・

陰

・
死

・
他
化
自
在
天

の
四
魔

の
侵
凌

か
ら
の
救
護
を
願

つ
て
、
三
宝

に
対

し

て
帰
依
を
な
す
の
で
あ

る
と
い
う
。

ま
た
鵜
磨
疏

で
は
、
「
論

云
。
我

境

即

四

念
処
、
他
境
即
五
欲
也
。
我
教
謂

心
レ
師

也
、
他
教

謂

師
レ
心
也
。
」
と

し
、

こ

こ
で
は
五
欲
を
自
覚

し
て
、
身

・
受

・
心

・
法

の
四
念
処
と
い
う
四
種

の
観
法

を
通

し
て
教
に
理
解
を
も
ち
、

そ
の
上
で
仏
道

に
帰
趣
す

べ
き
で
あ
る
と
考

え

て
い
る
。

一
般
大
衆

に
は
ま
ず

四
念
処
が
理
解
さ
れ

て
い
る
必
要
が
あ
る
と
い

え
よ
う
。

 
次

に
翻
邪
三
帰
の
作
法
に

つ
い
て
智
度
論
を
引
用

し
、
ま
ず
互
跳
合
掌

し
て

比

丘
等

の
五
衆

の
前

に
お

い
て
、
作
法
を
学

ん
で
か
ら
、
三
帰
三
唱
を
な
せ
ぱ
、

「
即
発
二
善
法

こ

と
し
て
い
る
。

こ
の

「
善
法
」
の
意
義

に

つ
い
て
資
持
記

(元

照
)

で
は
、

「
言
二
発
善

一明
レ
非
レ戒

也
」

と
し
て

い
る
。

そ
し
て
、
引
き
続

い
て

三
帰

三
寛
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
道
宣
は
薩
婆

多
論

を
引
用

し
て

「
若
淳
重
心
、

具
二
教
無
教

こ

と
し

て
い
る
。

こ
れ
に

つ
き
鶉
磨
疏

で
は
、

有

二論
者

一言
。

教
無
教
性
此
就
二
所
発
教
之
業
殉
従
レ
体
明
レ
性
故
、
若
淳
重
心

有

二無
教

一
也
。
無
教
者
此
明
二
業
体

一
一
発
続
現
不
二
仮
レ縁
辮

幻
無
下
由
二
教
示

一

方
有
占
成
レ
用
、

即
体
任
運
能
酬
二
来
世

一故
云
二
無
教
叩

と
し
て
お
り
、

具
体
的
に
は
身
業
に
互
跳
合
掌
、

口
業
に
三
帰
三
寛

で
あ
る
け

れ
ど
も
、

そ
こ
に
在
家
信
者

と
な
る
基
本
的
な
教
法
が
領
解
さ
れ
れ
ば
、
意
業

は
淳
重
心
と
な
る
は
ず

で
あ
り
、

そ
れ
は

「
一
発
続
現
」

で
あ
り
、
業

体
は
任

運
す
る
も

の
で
あ

る
と
い
う
の
で
あ

る
。

ま
た
翔
磨
疏
に

は
、

善
五
陰
為

レ性
者
、

色
身
恭
敬
識
想
受
中
縁
レ
法
麹
注

蛇

由
二
善

本

一便

生
二善

行
無
貧
等
三

一摂

二御
斯
法

↓
能

生
二後
有

一故
因

得
レ
名

也
。
由
下
諸

衆

生
依
レ

法
受
レ
帰
、

随
二其

心
カ

一有
二善
業
起

一扶
中
助
形

命
加
若

軽

浮

心

体

是
無

記

不
ニ
レ
発
無
作

一

と
あ
る
。

こ
れ
は
五
陰

に
お

い
て
も
、
色

身
に
お

い
て
恭

敬
し
、
識

・
想

・
受

が
法
に
正
し
く
依

つ
た
と
こ
ろ

の
心
力
に
よ

つ
て
、
善
行

と
し
て
の
三
善
根
を

生
ず
る

こ
と
が
あ

つ
て
、
軽
浮
心
で
な
け
れ
ば
無
作

(
11
無
教
)
を
生
ず
る
と

す

る
の
で
あ
る
。

以
上
の
如
く
四
魔

・
四
念
処
等

の
在
家
者
と
し
て
の
基
本
的

な
教
法
を
領
解
し
、
真
摯

に
三
帰
依
法
を
受
け
れ
ば
、

三
業

の
上
か
ら
も
五
陰

の
上
か
ら
み
て
も
善
は
惹
起
さ
れ
る
が
、

ま
た
自
己
に
対
す
る
反
省

が
深
刻
と
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な
る
。

そ
こ
で
繊
悔
法

の
必
要
性
を
示
す
が
、
「
以
三
信

レ邪
来
久
妄
造

二非
法

嚇

今
創

帰
投
必
翻
二
邪
業

こ

と
い
う
繊
悔
の
自
覚
が
必
要

と
な

る
。

「阿

含

等

経

並
令
二
先
悔

一」

と
し
て
い
る
が
、

こ
れ
は
五
戒

・
八
戒

の
受
戒

の
場
合

の
三
帰

依
で
あ
り
、
道
宣

は
智
度
論

の
所
説
に
従

つ
て
い
る

と
し
て
い
る
。
次

に
浬
繋

経
を
引
用
し
て
、
「
浬
桀

云
。
発
二
露
諸
亜
黛

従
二
生
死
際

一所
レ
作

諸
悪

悉

皆

発

露
、

至
二
無
至

処
こ

と
ま
で
述

べ
て
い
る
。
何

よ
り
も

繊
法
の
重
要
性
を
強
調

し
て

い
る
が
、

具
体
的
な
臓
悔
法
に

つ
い
て

は

「
必
論

レ設
レ
繊
、

随
レ
時

諦

習

亦
得

二
通
用

こ

と
す
る

の
み
で
、

こ
れ
は
道
宣
に
お

い
て
は
具
体
的
な
作
法
を

確
定
し
て
い
な

か

つ
た
か
、

ま
た
は
自
明
の
事

と
考
え

て
い
た

か
で
あ

ろ
う
。

資
持
記
に
も

「人

に
逐

い
て
別
に
述
ぶ
」
か
、
「
諸
経

に
但

三
世
十

悪

を

俄

す

る
が
如
し
」

と
し
て
い
る

の
み

で
具
体
的
に
は
述

べ
ら

れ
て
い
な

い
。
こ
れ
に

つ
い
て
道
世

の
砒
尼
討
要

に
は
や
や
詳
し
く
述

べ
ら

れ
て
い
る
の
で
今

は
そ
れ

に
依
る
と
、
討
要

で
も
翻
邪
三
帰

の
繊
法
は

「先

受

三
二
帰

後

始

二繊

悔

こ

と

い
う

こ
と
で
あ

り
、

五
戒

の
場
合

の
三
帰
と
は
異
な

る
と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
し

て
ま
ず
受
者

に
対

し
て
、
「
無
始
以
来
無
明
厚

重
、

不
レ
能

レ
観
コ
見
仏
性
幻

以
二
不
見

一故
恒
於

二仏
前

一破
レ
戒
違
レ
道
、

具
造

二
諸
悪

一無
二過

不
ワ為
、

無
漸
無

憶
尤

重

心

造
。
今

欲
二俄
除

一貴
得
二
軽
慢
殉
響

如
二
大
樹
根
牙
滋

茂
幻
若
不
レ
加

レ
功
何
能
除
断
。
」

と
述

べ
て
、
繊
悔
し
よ
う
と
す

る

在

家
者

に
対

し

て

「
先

当
下
奉
コ
請
三
宝

一
以
為
中
良
縁
上
依
コ
愚
勝
境

一証
成

可
レ滅

」
と
ま

た
述

べ
て
、
「
依

愚
」
以
下
を
在
家
者

に
復
唱
さ

せ
る

の
で
あ
る
。

そ
し

て

「飯

二
命
十

方

一
切

仏

一頂
二
礼
無

辺
浄
覚
海

一亦
礼
下
妙
法
不
思
議
真
如
自
性

清
蔵
住

二於

極

愛

一
子

地

一得
道
得
果

諸
聖
、人
加
我
以

二身

口
清
浄
意

嚇
威
各
阪

命
稽
首
礼

二十
悪
繊
法
ご

と
在
家
者
は
唱

え
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
十
悪

の
具
体

的
な
例
を
あ
げ
る
が
、

そ

の

一
例
と
し
て

「
殺

生
」
を
あ
げ
て
み
る
と
、

 

弟
子
某
甲
並
為

一二

切
法
界
衆
生

発
二露
無
始
已
来
所
作
罪
業
幻
或
殺

二害
君

親
及
真
人
羅
漢

嚇
兵
気
征
討
鋒
刃
熟
獄
、
遊
猟
禽
獣
網
捕

二虫
魚
幻
或

経
作

二

悪
王
一刑
罰
差
濫
乃
至
含
霊
慎
性
轟
動
凡
諸
生
類
残
害
熟
傷
及
猛

獣

鶯

鳥

逓

相
鰍
食

と
諦
す
る

の
で
あ

る
。
更

に
十
悪

の
悪
果
を
述

べ
て
、

無
始
己
来
十
不
善
業
、

従
二
煩
悩
邪
見

一而
生
。
今
依
二
仏
性

正
見
力

一故
、

発

露
戯
悔
皆
得
二
除
滅

一

と
し
て
、
次

に
発
願
を
あ
げ

て
い
る
。

弟
子
某
甲
及

一
切
法
界
衆

生
自
従

二今
身

一乃
至
成
仏
、
願
更

不
ニレ
造

此
等

諸

 

罪

販

二命
敬
三
礼
、

常
住

三
宝

一俄
悔
己
詑
、

次
以
二
礼
戯

功
徳
発
願

一願

於
二

未
来
世

一見

二無
量
寿
仏
無

辺
功
徳
身

嚇
我
及
余
信
者
既
見
二
彼
仏
一已
、
願

得
二

離
垢
眼

一成
二
無

上
菩
提

一

こ
こ
に

は
、
三
帰
依
、

礼
賛
、

繊
法
、

発
願

と
い
う
中
国
仏
教

に
お
け

る
戯

法
の
儀
式
法
則

の

一
端
を

示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

以

上
の
様

な
翻
邪
三
帰

の
受
法
を
通
し

て
五
戒
三
帰
を
行
な
う

の
で
あ

る
が
、

こ
の
相
異

に

つ
い
て
道
宣
は
鶉
磨
疏

に
、

問
。

前
翻
邪
三
帰
直
爾
即
授
、

此
五
戒
帰
如
何
簡
略
者
。

答
。

翻
邪
背
邪
初

心
難
レ
抜
。

数
然
廻
向
宣
二
即
引
帰
殉
若
更
覆
疎
容
レ
還
二
旧
跡

殉
五
戒
不
レ
爾
。

先
以
レ
帰
レ
正
心
性
調
柔
堪
レ
思
二
我
倒
殉
故
須
簡
略
方
入
二道
門

以
二
五
体
有

レ
画
三
乗
無

託
、

傍
随
レ
分
受
、

皆
是
任
レ時
能
接
レ
機
布
レ
教
可
二準
知

一
也
。

と
あ
る
よ
う
に
、

翻
邪
三
帰
は

「
直
爾
即
授
」
だ
が
五
戒

三
帰

は

「
簡
略
」

し

な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と

い
う
。

そ
れ
は

「
先
以
レ
帰
レ
正
」

だ
か
ら
で
あ

る
と
す

る
。

以
上

の
通
り
五
戒
受
持
以
前
に
お

い
て
、
四
魔

・
四
念

処
等
を
領
解

し
て

帰
依
を
な
し
、

三
世
十
悪
等

の
繊
法
を
修
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
翻
邪

三

帰
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

(
註
略
)

翻
邪
三
帰
法
に

つ
い
て

(大

澤
)
 

一
四
九
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